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序

名
城
大
学
法
学
部
は
、
昭
和
二
十
五
年
法
商
学
部
法
学
科
の
設
立
か
ら
起
算
し
て
、
こ
こ
に
六
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
間
法
曹
界
を
は
じ
め
各
界
で
活
躍
す
る
多
数
の
卒
業
生
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
念
す
べ
き
節
目
の
年
に
、

法
学
部
創
立
六
十
周
年
記
念
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
、
法
学
部
の
先
生
方
の
日
頃
の
教
育
・
研
究
の
成
果
を
集
約
、
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
こ
の
六
十
年
の
間
、
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
劇
的
に
変
化
し
て
お
り
ま
す
。
名
城
大
学
に
お
き
ま
し
て

も
、
こ
の
厳
し
い
環
境
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
平
成
十
七
年
か
ら
十
年
先
を
見
据
え
た
長
期
基
本
戦
略
を
策
定
し
、
社
会
か
ら
評
価
さ

れ
る
大
学
づ
く
り
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
目
標
達
成
の
た
め
に
は
、
教
育
・
研
究
の
向
上
は
不
可
欠
で
す
。
こ
の
記
念
論
文
が
、
今

後
の
法
学
部
の
教
育
力
・
研
究
力
向
上
の
た
め
に
大
い
に
活
用
さ
れ
ま
す
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
記
念
論
文
集
の
発
刊
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
法
学
部
の
先
生
方
、
並
び
に
取
り
ま
と
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
関
係

各
位
の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
と
と
も
に
、
六
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
ら
れ
た
法
学
部
が
更
な
る
特
色
あ
る
教
育
・
研
究
の

推
進
に
よ
り
、
名
城
大
学
の
知
的
活
動
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
だ
き
、
社
会
、
学
会
に
貢
献
さ
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
吉
日

名

城

大

学

学

長

下

山

宏

�



記
念
論
文
集
の
刊
行
の
こ
と
ば

名
城
大
学
は
、
大
正
十
五
年(

一
九
二
六
年)

に
名
古
屋
高
等
理
工
科
講
習
所
と
し
て
開
設
さ
れ
て
以
来
今
年
で
八
十
四
年
に
な
る
。

本
学
は
、
地
勢
的
に
も
わ
が
国
の
中
心
に
あ
り
、
ま
た
、
優
れ
た
学
生
と
教
職
員
を
擁
し
て
お
り
、
そ
の
前
途
は
洋
々
と
し
て
さ
ら
な

る
飛
躍
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

名
城
大
学
法
学
部
の
誕
生
は
、
昭
和
二
十
五
年

(

一
九
五
〇
年)

に
法
商
学
部
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
時
か
ら

起
算
し
て
、
本
年
平
成
二
十
二
年
は
、
法
学
部
創
立
六
十
周
年
に
な
る
。
現
在
、
法
学
部
は
法
学
科
と
応
用
実
務
法
学
科
の
二
学
科
を

も
つ
が
、
私
た
ち
構
成
員
一
同
は
、
法
学
部
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
と
幾
多
の
経
験
を
確
認
し
、
さ
ら
に
一
層
の
充
実
と
確
実
な
教
育
と

研
究
の
進
展
を
目
指
し
て
い
る
。

名
城
大
学
法
学
部
法
学
会
は
、
人
間
の
歳
で
い
え
ば
六
十
歳
と
い
う
還
暦
に
、
こ
れ
を
記
念
し
、
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に

｢

法
学

部
創
立
六
十
周
年
記
念
論
文
集｣

を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
わ
が
法
学
部
の
進
歩
は
、
多
く
の
先
輩
諸
氏
の
築
い
て
く
れ
た
伝
統
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
私
た
ち
は
深
く
敬
意
を
表
す
る
。
こ
の
論
文
集
は
、
法
学
部
と
法
務
研
究
科
な
ら
び
に
そ
の
関
係
者

諸
兄
の
論
文
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
論
文
集
が
、
名
城
大
学
法
学
部
の
新
た
な
歩
み
と
発
展
を
祈
念
し
、
さ
ら
に
、
私
た
ち
が
目
標
と
す
る
教
育
と
研
究
の
遥
か
な

未
来
を
目
指
し
て
、
学
問
的
進
歩
に
寄
与
し
、
学
界
の
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
吉
日

名

城

大

学

法
学
会
会
長

木

村

裕
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�



目

次

序

下

山

宏

�

記
念
論
文
集
の
刊
行
の
こ
と
ば

木

村

裕

三

�

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
か
ら
見
た
法

出

水

忠

勝

１

転
封
の
世
紀

作
法
の
形
成

谷

口

昭

��

蘇
力
論
文
と

｢

馬
上
法
廷｣

を
結
ぶ

｢
人｣

松

田

恵
美
子

��

国
会
の
構
成
と
し
て
の
二
院
制
の
あ
り
方

｢

ね
じ
れ
国
会｣

と
関
連
し
て
比
較
憲
法
的
視
点
か
ら

網

中

政

機

��

キ
ー
・
タ
ム
訴
訟
の
原
告
適
格
と
法
の
執
行

北

見

宏

介

��

相
続
税
と
所
得
税
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察

い
わ
ゆ
る

｢

年
金
の
二
重
課
税
問
題｣

を
契
機
と
し
て

伊

川

正

樹
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少
年
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
小
論

木

村

裕

三

���

価
値
中
立
行
為
と
目
的
犯

迷
惑
防
止
条
例
に
お
け
る
客
待
ち
規
定
を
中
心
と
し
て

伊

藤

亮

吉

���

米
国
に
お
け
る
処
刑
方
法
の
変
遷

絞
首
刑
か
ら
致
死
薬
物
注
射
へ

小
早
川

義

則

���

準
委
任
契
約
の
法
的
性
質

柳

勝

司

���

｢

マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
ペ
ッ
ト
飼
育
を
め
ぐ
っ
て
・
補
論｣

片

桐

善

衛

���

訴
訟
上
の
合
意
と
簡
裁
訴
訟
代
理
等
関
係
業
務

八

神

聖

�	�

粉
飾
決
算
等
の
看
過
と
会
計
監
査
人
の
民
事
責
任

田

澤

元

章

���

株
主
訴
訟
の
原
告
適
格
と
名
義
書
換

土

田

亮

���

民
営
化
、
規
制
緩
和
が
も
た
ら
す
政
治
過
程
の
変
化

イ
ギ
リ
ス
の
民
間
航
空
政
策
を
事
例
と
し
て

�

松

淳

也
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条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

と
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権

強
行
規
範
概
念
と
の
関
連
で

佐

藤

一

義

���

離
婚
準
拠
法
の
決
定
と
い
わ
ゆ
る
日
本
人
条
項
に
つ
い
て

佐

藤

文

彦

���

｢

物
語
る｣
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
時
代
の

｢

政
治
と
文
学｣

森

川

輝

一

���

ア
メ
リ
カ
有
権
者
の

｢
政
党
帰
属
意
識｣

の
復
活
と
二
〇
〇
八
年
大
統
領
選
挙

松

本

俊

太

���

遺
伝
子
情
報
に
よ
る
雇
用
差
別

二
〇
〇
八
年
ア
メ
リ
カ
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ａ
制
定

柳

澤

武

���

シ
ェ
ア
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
競
争
制
限
及
び
供
給
量
制
限
効
果
に
つ
い
て
の
一
考
察

ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
・
課
徴
金
事
件
審
決
を
素
材
と
し
て

横

田

直

和

���

法
人
に
よ
る
業
務
執
行

長
谷
川

乃

理

���

取
締
役
の
信
認
義
務
と

｢

想
定
株
主｣

〜
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
ク
、
そ
し
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
言
及
〜

吉

行

幾

真
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
執
行
官
制
度
の
改
善
に
関
す
る
議
論

柳

沢

雄

二

���

非
強
制
型
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
訴
訟
運
営
の
実
効
性
と
限
界

民
事
訴
訟
当
事
者
・
代
理
人
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
分
析
結
果
か
ら

前

田

智

彦

���

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
純
粋
経
済
損
失
に
つ
い
て
の
一
考
察

川

元

主

税

���

捜
査
に
お
け
る
写
真
撮
影
、
ビ
デ
オ
録
画
の
適
否
に
関
す
る
一
考
察

伊

藤

博

路

���

外
国
人
の
権
利永

住
外
国
人
の
地
方
参
政
権
を
中
心
に

近

藤

敦

���

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

�


